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≪年号表記について≫ 

今後、元号の変更が予定されていますが、本計画の策定時点では新元号が決まって

いないため、表記の連続性およびわかりやすさの観点から、和暦で表記する箇所につ

いては平成の表記としました。元号が変わった後は、新元号に置き換えていただきま

すようお願いします。 

 

 



 

は じ め に  

 
 

 

 

自殺は、「個人の問題」として捉えられていた時代が、長く続いていました。 

しかし、自殺の背景には、精神保健上の問題だけではなく、生活困窮、育児

や介護疲れ、いじめなどの社会的な要因が複合的に絡んでいること、また、多

くの自殺がこれらの要因によって「追い込まれた末の死」であるとの認識に変

わったことから、今や自殺は「社会問題」であると捉えられています。 

残念ながら自殺に追い込まれてしまうこと、実はこれは「誰にでも起こり得

る危機」です。これを回避するためには、「生きることの阻害要因（自殺のリ

スク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を

増やすこと、いわば「生きることの包括的な支援」を行う必要があります。 

つまり、「日々のことや将来に対して不安を抱えている市民に寄り添う」「困

った状況に陥っても住民同士の助け合いが自然と生まれる」など、孤独にさせ

ない、他人事ではなく、我が事として、皆で解決方法を考えることのできる地

域社会の形成が必要であると考えています。 

このたび策定しました自殺対策計画を着実に推進し、「誰も一人にさせない

まち」の実現を目指すことで、より良い社会に近づけることができるものと確

信しています。 

本計画の策定にあたり、審議を重ねてくださいました横須賀市自殺対策計画

策定委員会の皆さま、自殺対策基本法が制定された平成１８年から本市の自殺

対策を牽引された横須賀市自殺対策連絡会の皆さま、市民アンケートにご協力

くださいました皆さま、ゲートキーパーとして活躍されている皆さまなど多く

の関係者の方々に、あらためて心から感謝と御礼を申し上げます。 

 

 

 

平成 31 年(2019 年)３月 

 

横須賀市長 上地 克明 
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